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教育・保育施設等における園児の
食物アレルギー事案の発生防止対策

令和８年度 教育・保育施設等における
安全管理研修会

▼ 幼稚園教諭 ／ 保育士
・ 施設長勤務（-2011）
・ 救命講習インストラクター

▼ 保育園看護師キャリア支援

『保育安全のかたち』

https://child-care.ne.jp/

月２回、オンライン勉強会の参加者も募集中

▼ そなすくラボ 所長
・ 防災士 ／ アドバイザー

① 保育のアレルギー対応の基本原則

② 誤食事故を回避するための対策例

③ 対策してもヒューマンエラーが起きる

④ 計画にもとづく保育の振りかえり

① 初期評価：発生時の注意ポイント

② 「なぜ？」の前に、ここを見て！

③ 呼吸原生心停止と人工呼吸

④ 研修体制をつくろう

保育のアレルギー対応の基本原則

○全職員を含めた関係者の共通理解の下で、
組織的に対応

○医師の診断指示に基づき、保護者と連携し、
適切に対応

○地域の専門的な支援、関係機関との連携の
下で対応の充実を図る

○食物アレルギー対応においては安全・安心
の確保を優先する

出所 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年改定版）



○○○○○となる食べ物

 ○○○○○が、子どもの体内に入ることを防ぐ
 症状を発症して、重篤化することを防ぐ

○ 誤食を防ぐために専用トレイ・色の違う食器
の利用、配膳カードの活用

○ 検食ほか複数スタッフによる二重チェック
○ 専用マニュアルの作成と日々の確認
○ 対応食の先出し、距離をとったり、専用ス

ペースでの食事

献立

調理

施設長

食事

環境

こども

○ 「これくらいは大丈夫よ」と少量を食べさ
せた（情報の不足と思い込み）

○ 給食センターと施設間の情報交換が不足
○ 持ち寄りの手洗い石鹸が原因で…

（食品由来への配慮と周りの理解と協力）
○ 延長保育の時間におやつを食べて…

（保育体制の変化と引継ぎ不足）
○ おやつのおかわりを間違えて配膳

出所 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン（2019年改定版）



ケガ・損害

ヒヤリ

無事故

安全配慮義務 違反

保
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• 準備不足
• 技能不足
• 故意、不備

作業をし損なう

参考 JIS Z 8115:2019規格

ヒューマンエラー

人のミスで望まれる結果を誤る

○○計画

マニュアル

安全点検

食でも大事！

ヒヤリ検証

反省で終わらない

保育環境

改善

指針・ガイドライン

 給食
 おやつ

裏表の関係

不利益

○○○を
さげて

利益

まずは、

①お腹がすくリズムのも
てる子ども

②食べたいもの、好きな
ものが増える子ども

③一緒に食べたい人がい
る子ども

④食事づくり、準備にか
かわる子ども

⑤食べものを話題にする
子ども

出所 楽しく食べる子どもに～保育所
における食育に関する指針～

症状の大半

皮膚症状 ６８%
粘膜症状 ４２%
全体をふくめて

呼吸器症状 ３０％
消化器症状 １１％
ショック症状 ７％

肺は２歳までに大まかに
形成し、思春期をむかえ
るころ完成する。
とても未熟！
乳幼児は呼吸障害で亡く
なることが多い

食物アレルギー症状の、約１０％が
アナフィラキシーショックを起こす



A) ○○： 表情が苦しそう。早そうで、
おしゃべりが十分にできない

B) ○○： 問題ない状態のときと異なる
感じ。口の周辺の色がおかしい

C) グッタリ感： もたれたがる。立てな
い、座る姿勢が保てない、ねむそう

参考：医師法第１７条、歯科医師法第１７条及び
保健師助産師看護師法第３１条の解釈について

 医師のみの絶対的医行為
医行為を、反復継続する意思をもって不特定の人
に対して行なうこと（医業）

 医師以外のものも行なえる相対的医行為

① 医ケア児に対する医療的介護といった、特定の子
どもに対する医行為

② 非常災害時などの緊急避難的行為
（※ 緊急なら何をやってもいいわけではない）



子どもの心停止に対しては、講習を受けて人工呼
吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思
がある場合には、人工呼吸も実施する。
※子どもの心停止は、窒息や溺水など呼吸障害を
原因とすることが多く、人工呼吸の必要性が比較
的高い。（出典：厚生労働省）

新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた
市民による救急蘇生法について（指針）

アレルギー疾患を有する子どもへの対応につい
ては、関係者が共通認識のもとに組織的に取り
組んでいくために、定期的・継続的な研修の実
施等による知識及び技能の向上が重要

各保育所におけるヒヤリ・ ハット事例及び事
故情報の収集・共有を通じてアレルギー対応に
関する事故防止の取組を進めるなど、地域にお
けるアレルギー疾患対策の質の向上を図る


